
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

  募集期間：平成３０年１０月２４日（水）～平成３０年１１月２６日（月）【必着】【必着】【必着】【必着】    

  計画内容：計画の概要については，次頁以降をご覧ください。 

       また，計画の全文は，以下のホームページでご覧いただくか，提出先の道路環境整備課

にてお渡しいたします。        

  提出方法：郵送，FAX，ホームページの意見募集フォーム又は電子メール 

       ※様式は自由です。内側に挟んでいるご意見記入用紙をご利用いただけます。 

  提 出 先：京都市建設局道路建設部道路環境整備課 

       住 所：〒６０４－８５７１ 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 

       電 話：０７５－２２２－３５７０ 

       F A X：０７５－２１３－０１９３ 

       電子メール：dorokankyo@city.kyoto.lg.jp 

       ホームページアドレス： 

       http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/kensetu/0000242895.html 

  そ の 他： 意見募集の結果は，道路環境整備課ホームページにおいて公表を予定しています（個

人情報は公表しません）。 

       なお，お寄せいただいた御意見等に対する個別の回答はしませんので，あらかじめ

御了承ください。 

 

 

 

「今後の無電柱化の進め方」の策定に向けた 

市民意見の募集について 

京都市では，風情豊かで歴史的な町並み景観の保全・再生，都市の防災機能の向上，

安全で快適な歩行空間確保等を目的として，通りから電柱・電線類をなくす「無電柱

化」に昭和６１年度から取り組んでいます。 

しかし，無電柱化には，多額な整備費用の低コスト化や地上機器を設置する場所の

確保等の課題があり，事業推進に多くの時間を要しています。 

そこでこの度，効率的かつ計画的に進めるための長期的な整備方針である「今後の

無電柱化の進め方」をとりまとめるため，下記のとおり市民意見の募集を行います。 

 パブコメくん 



 

 

 

１ はじめに 

 「今後の無電柱化の進め方」については，「無電

柱化の推進に関する法律」及び同法に基づき策定さ

れた国の「無電柱化推進計画」を踏まえるとともに，

本市の上位計画である「はばたけ未来へ！京プラン

（京都市基本計画）」，「はばたけ未来へ！京プラ

ン実施計画第２ステージ」の方針や構想，「京都市

地域防災計画」や「京都市景観計画」等の関連する

諸計画等との整合を図った内容とします。 

具体的には，無電柱化の推進に向けた長期的な整

備方針として，①基本方針，②無電柱化を行う整備

対象道路の考え方及び③無電柱化の推進に向けた具

体的な取組を示します。 

 なお，「今後の無電柱化の進め方」とは別に，今

後概ね１０年間で整備を目指す道路を示した「実施

計画」を策定し，着実な整備を進めることとします。 

 「今後の無電柱化の進め方」及び「実施計画」に

ついては，本市の財政状況及び社会情勢の変化や取

組の進捗状況等を考慮して，適宜見直しを行うもの

とします。 

 

２ 無電柱化の推進に向けた基本的な考え方 

２－１ 基本方針 

 本市では，『課題解決に向けた視点』及び『無電柱化の推進に向けた新たな視点（無電柱化の推進に

関する法律の基本理念）』を踏まえ，以下に示す基本方針を定め，無電柱化の推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    実施計画実施計画実施計画実施計画（（（（別途策定別途策定別途策定別途策定））））    
今後概今後概今後概今後概ねねねね１０１０１０１０年間年間年間年間でででで整備整備整備整備をををを目指目指目指目指すすすす道路道路道路道路    

（（（（具体的具体的具体的具体的なななな路線路線路線路線））））をををを示示示示したものしたものしたものしたもの 

今後の無電柱化の進め方（素案） 【概要版】  
            ～効率的かつ計画的な無電柱化の整備に向けて～ 

 

   

  限りある予算の中で，無電柱化を推進していくため，優先して無電柱化に取り組むべき道路の考え方を

示すとともに，整備対象道路を選定し，選択と集中による効果的な整備を実施していきます。  

 

 

  低コスト手法の活用や既存ストックの活用※１等，多様な整備手法を活用することで無電柱化整備のコス

ト縮減を図っていきます。 

 

 

  地上機器の設置箇所の課題解決に向けた取組や地域住民との合意形成の円滑化に向けた取組，電柱の設

置抑制に向けた占用制度の的確な運用などの効率的な無電柱化に向けた取組を地域の方々や電線管理者，

関係機関等と連携・協力して進めていきます。 

 
【【【【無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの主主主主なななな課題課題課題課題】】】】    

        ■■■■多額多額多額多額なななな整備整備整備整備コストコストコストコスト    
        ■■■■地上機器設置場所地上機器設置場所地上機器設置場所地上機器設置場所のののの確保確保確保確保    
        ■■■■地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの円滑円滑円滑円滑なななな合意形成合意形成合意形成合意形成    
        ■■■■既存既存既存既存ライフラインとのライフラインとのライフラインとのライフラインとの共存共存共存共存        等等等等    

 

「無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」のののの基本理念基本理念基本理念基本理念をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえ，，，，とりわけとりわけとりわけとりわけ，，，，市民市民市民市民やややや電線管理者電線管理者電線管理者電線管理者とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・共共共共

汗汗汗汗のののの下下下下，，，，無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化をををを一層推進一層推進一層推進一層推進するするするする    

課題解決に向けた視点 

基本方針 

①①①①選択選択選択選択とととと集中集中集中集中によるによるによるによる効果的効果的効果的効果的なななな整備整備整備整備のののの実施実施実施実施    

②②②②多様多様多様多様なななな整備手法整備手法整備手法整備手法のののの活用活用活用活用によるコストによるコストによるコストによるコスト縮減縮減縮減縮減    

③③③③市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの協協協協働働働働によるによるによるによる整備整備整備整備のののの推進推進推進推進    

京都市京都市京都市京都市のののの上位計画上位計画上位計画上位計画    
    
 

はばたけはばたけはばたけはばたけ未来未来未来未来へへへへ！！！！京京京京プランプランプランプラン 
■■■■京都市基本計画京都市基本計画京都市基本計画京都市基本計画 

■■■■京京京京プランプランプランプラン実施計画第実施計画第実施計画第実施計画第２２２２ステージステージステージステージ    

今後今後今後今後のののの無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの進進進進めめめめ方方方方 
無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた長期的長期的長期的長期的なななな整備方針整備方針整備方針整備方針
をとりまとめたものをとりまとめたものをとりまとめたものをとりまとめたもの    
 ①基本方針 
 ②無電柱化を行う整備対象道路の考え方 
 ③無電柱化の推進に向けた具体的な取組 

無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

国国国国のののの無電柱化推進計画無電柱化推進計画無電柱化推進計画無電柱化推進計画 

図図図図１１１１    「「「「今後今後今後今後のののの無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの進進進進めめめめ方方方方」」」」のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ 

１ 

無電柱化の推進に向けた新たな視点 

※１ 既存ストックの活用：電線管理者の所有する管路やマンホール等の既存設備を電線共同溝の一部として活用すること。 



 

 

２－２ 無電柱化を行う整備対象道路の考え方    

 本市が管理する道路は，総延長が約３，６００ｋｍにも及び，全ての道路を無電柱化するためには膨

大な時間と整備コストが必要となります。そのため，本市の管理する道路について，優先優先優先優先してしてしてして無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化

にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき道路道路道路道路のののの考考考考ええええ方方方方を示したうえで，その考え方に基づき，重点的に整備を行う整備対象道路整備対象道路整備対象道路整備対象道路

を選定し，選択と集中による効果的な整備を推進するものとします。 

 さらに，整備対象道路の中から，今後概今後概今後概今後概ねねねね１０１０１０１０年間年間年間年間でででで整備整備整備整備をををを目指目指目指目指すすすす道路道路道路道路（（（（具体的具体的具体的具体的なななな路線路線路線路線））））を抽出し，

無電柱化を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）優先して無電柱化に取り組むべき道路の考え方 

 国の無電柱化推進計画及び本市の関連計画等を踏まえて設定した，優先優先優先優先してしてしてして無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき

道路道路道路道路のののの考考考考ええええ方方方方を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※２ 特定道路：生活関連経路のうち，多数の高齢者，障がい者等の移動が，通常，徒歩で行われる道路であり，「高齢 

         者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき国土交通大臣が指定した道路 

  ※３ 生活関連経路：高齢者や障がい者等が日常生活，又は社会生活において利用する旅客施設，官公庁施設，福祉施設 

         などの生活関連施設間を結ぶ道路 

  

 

    

優先優先優先優先してしてしてして無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき道路道路道路道路    
のののの考考考考ええええ方方方方 

 

 

 

今後概今後概今後概今後概ねねねね１０１０１０１０年間年間年間年間でででで    
整備整備整備整備をををを目指目指目指目指すすすす道路道路道路道路 

整備対象道路整備対象道路整備対象道路整備対象道路    Step２ 

Step３ 

優先して無電柱化に取り組むべき道路の考え方 

Step１ 

図図図図２２２２    整備対象道路整備対象道路整備対象道路整備対象道路のののの選定選定選定選定イメージイメージイメージイメージ 

２ 

Step１  
 

○○○○景観景観景観景観のののの保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生（（（（良好良好良好良好なななな都市景観都市景観都市景観都市景観のののの創造創造創造創造にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））    

 ■京都市景観計画の景観計画区域（風致地区，美観地区等）のうち，美しい京都の町並み形成のた

めに，自然・歴史的景観の保全，市街地景観の整備及び眺望景観の創生を図るべき地区において

景観上重要な構成要素となる道路 

    

○○○○防災防災防災防災（（（（都市防災機能都市防災機能都市防災機能都市防災機能のののの向上向上向上向上にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））    

 ■緊急輸送道路（沿道建築物の耐震診断を義務化する道路を含む）   

 ■避難路 

    

○○○○安全安全安全安全・・・・円滑円滑円滑円滑なななな交通確保交通確保交通確保交通確保（（（（安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな歩行空間確保歩行空間確保歩行空間確保歩行空間確保にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））    

    ■交通バリアフリー法の移動円滑化基本構想を定めた地区（全２４地区）の特定道路※２及び生活関

連経路※３等のバリアフリー化が必要な道路 

    ■電柱が円滑な通行に支障をきたしている道路    



 

 

（２）整備対象道路 

 選択と集中による効果的な整備を実施するため，優先優先優先優先してしてしてして無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき道路道路道路道路のののの考考考考ええええ方方方方に基

づき，重点的に整備を実施する整備対象道路整備対象道路整備対象道路整備対象道路を選定して，無電柱化に取り組んでいきます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後概ね１０年間で整備を目指す道路 

 今後概ね１０年間を目途に整備を目指す道路の抽出の考え方を以下に示します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

整 備 対 象 道 路  
 

○○○○景観景観景観景観のののの保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生（（（（良好良好良好良好なななな都市景観都市景観都市景観都市景観のののの創造創造創造創造にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））    

        

    世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産やややや京町家等京町家等京町家等京町家等のののの歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物がががが多多多多くくくく残残残残りりりり，，，，景観保全景観保全景観保全景観保全がががが特特特特にににに必要必要必要必要なななな地域地域地域地域のののの道路道路道路道路    

 ■眺望景観創生条例に基づく視点場等の道路（世界文化遺産周辺の地区を代表する道路を含む） 

 ■伝統的建造物群保存地区を代表する道路※４
 

 ■界わい景観整備地区を代表する道路※４
 

 ■歴史的景観保全修景地区を代表する道路※４ 

  ※４ 地区を代表する道路：地域住民や観光客などの多くの方が移動経路として利用している道路 

    京都京都京都京都らしいらしいらしいらしい市街地景観市街地景観市街地景観市街地景観をををを残残残残すすすす歴史的都心地区内歴史的都心地区内歴史的都心地区内歴史的都心地区内のののの道路道路道路道路    

 ■河原町通，烏丸通，堀川通，御池通，四条通，五条通の６本の幹線道路に囲まれた職住共存の京町家が連

担する地区の道路 

 

○○○○防災防災防災防災（（（（都市防災機能都市防災機能都市防災機能都市防災機能のののの向上向上向上向上にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））            

    大規模地震等大規模地震等大規模地震等大規模地震等のののの災災災災害時害時害時害時にににに応援部隊応援部隊応援部隊応援部隊やややや物資輸送物資輸送物資輸送物資輸送のののの搬送搬送搬送搬送にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなる道路道路道路道路やややや市域市域市域市域のネットワークをのネットワークをのネットワークをのネットワークを形成形成形成形成するするするする    

    骨格骨格骨格骨格となるとなるとなるとなる道路道路道路道路    

 ■DID 地区※５内の「緊急輸送道路等のうち優先的に耐震化を図るべき重要路線」及び「沿道建築物の耐震診

断を義務化する道路」※６と，これら道路と合せて無電柱化のネットワークが形成できる幹線道路 

   ※５ DID 地区：人口集中地区（国勢調査において設定された，人口が密集している地区）     

   ※６「緊急輸送道路等のうち優先的に耐震化を図るべき重要路線」及び 

     「沿道建築物の耐震診断を義務化する道路」：「京都市建築物耐震改修促進計画」に基づく道路 

        

○○○○安全安全安全安全・・・・円滑円滑円滑円滑なななな交通確保交通確保交通確保交通確保（（（（安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな歩行空間確保歩行空間確保歩行空間確保歩行空間確保にににに資資資資するするするする道路道路道路道路））））    

        

    多数多数多数多数のののの高齢者高齢者高齢者高齢者，，，，障障障障がいがいがいがい者等者等者等者等のののの移動移動移動移動がががが通常徒歩通常徒歩通常徒歩通常徒歩でででで行行行行われるわれるわれるわれる道路道路道路道路のののの区間区間区間区間のうちのうちのうちのうち，，，，バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化のののの必要性必要性必要性必要性がががが高高高高いいいい道路道路道路道路    

 ■特定道路のうち，バリアフリー化が未整備であり，無電柱化との同時整備が望ましい道路 

 

○○○○そのそのそのその他道路他道路他道路他道路（（（（上記以外上記以外上記以外上記以外のののの道路道路道路道路））））    

 ■道路整備や市街地整備など他事業等との同時整備により，経済的かつ効率的に無電柱化が図れる道路など 

今後概ね１０年間で整備を目指す道路 

対象道路延長対象道路延長対象道路延長対象道路延長：：：：約約約約１２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    うちうちうちうち整備済延長整備済延長整備済延長整備済延長：：：：約約約約３３３３ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（２５２５２５２５％）％）％）％）    

 
 

①第６期無電柱化計画の候補路線に位置付けられた道路で未着手の道路は，引き続き整備を行っていきます。 

 ただし，現道の抜本的改良を伴う道路については，実施時期等について道路の改良計画との整合を図ります。 

②下記要素を勘案し，事業着手の見込みが高い道路や優先度の高い道路を総合的に判断して選定します。 

  

【【【【選定要素選定要素選定要素選定要素】】】】    

 ■地域住民や電線管理者との合意形成が概ね整っている，又は整う見込みが高い道路 

 ■無電柱化のネットワーク形成に向けて，整備済区間との連続性の確保が図れる道路 

  （幹線道路のネットワークの形成，観光客等の歩行ルートを考慮） 

 ■伝統的な祭り（葵祭・祇園祭・時代祭）の舞台や巡行ルートとなっている道路 

 ■歩道上に地上機器設置スペースを確保できる道路（地上機器設置場所の目途が立っている道路を含む。） 

 ■電柱，電線が特に目立ち歴史的景観・市街地景観を大きく阻害している道路 

  ■人通りが多く電柱が歩行者の通行の支障となっている道路 

 ■他事業等との同時整備により，コスト縮減やより高い整備効果が見込める道路 

Step３ 

Step２ 

対象道路延長対象道路延長対象道路延長対象道路延長：：：：約約約約５９５９５９５９ｋｍｋｍｋｍｋｍ    うちうちうちうち整備済延長整備済延長整備済延長整備済延長：：：：約約約約１２１２１２１２ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（２０２０２０２０％）％）％）％）    

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの整備実績整備実績整備実績整備実績：：：：約約約約１１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

対象道路延長対象道路延長対象道路延長対象道路延長：：：：約約約約２０４２０４２０４２０４ｋｍｋｍｋｍｋｍ    うちうちうちうち整備済延長整備済延長整備済延長整備済延長：：：：約約約約３５３５３５３５ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（１７１７１７１７％）％）％）％）    

３ 



 

 

２－３ 無電柱化の推進に向けた具体的な取組 

（１）多様な整備手法の活用によるコスト縮減 

 無電柱化の整備を推進するためには，より一層の低コスト化を図る必要があります。 

 事業実施に際しては，低コスト手法（浅層埋設方式，小型ボックス活用埋設方式等）を活用した整備

を行い，コスト縮減を図ります。  

                  

 

 

 

 

   ※７ 既存ストックの活用：電線管理者の所有する管路やマンホール等の既存設備を電線共同溝の一部として活用し，

整備コストの縮減を図ります。 

   ※８ 管路材の仕様の見直し: 現在使用している管路材よりも低価格で施工性に優れる管路材の活用に向けて，電線管

理者と調整のもと，管路材の仕様の見直しを検討していきます。 

   ※９ ３０％の整備コスト縮減：現在の整備手法と１０年後の整備手法の比較であり，建設資機材や人件費の上昇分は

考慮していません。 

 

（２）市民・事業者との協働による整備の推進 

    ○○○○地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成のののの円滑化円滑化円滑化円滑化    

  地域住民や沿道関係者が参画する地域団体等と連携して，無電柱化事業に関する「勉強会」，地上

機器の設置場所や現地の課題を確認する「まち歩き」などに本市職員，電線管理者が参画し，地域住

民の事業への理解を醸成するとともに，地元主体の円滑な合意形成の取組を進めていきます。 

    ○○○○民有地民有地民有地民有地のののの活用活用活用活用    

  歩道のない道路や狭小道路，景観保全等の観点から道路上への地上機器設置が望ましくない道路に

おいては，地上機器の設置場所として，公有地や民有地の活用を地権者との調整のもと検討します。    

    ○○○○地上機器地上機器地上機器地上機器のコンパクトのコンパクトのコンパクトのコンパクト化化化化    

  地上機器（地上部）及び機器設置用電力桝（地下部）のコンパクト化に向けて，電力事業者と連携

して検討を進めます。 

    ○○○○占用制度占用制度占用制度占用制度のののの的確的確的確的確なななな運用運用運用運用のののの検討検討検討検討 

  防災の観点から緊急輸送道路等において，新設電柱の占用を制限する措置（道路法第３７条）につ

いて実施することを検討していきます。 

    ○○○○電線等適正化協議会電線等適正化協議会電線等適正化協議会電線等適正化協議会のののの設置設置設置設置    

        今後の電線及び電柱等のあり方における諸課題を本市と電線管理者が協力し，協議・調整する場と

して「京都市電線等適正化協議会」を設置しています。 

  協議会では，本市と電線管理者における情報共有等を行い，無電柱化の取組だけでなく，電線の密

集状態の解消，道路占用許可基準（電柱の占用制限等），景観に配慮した施設（電柱等）の設置等に

ついて協議・調整することとしています。 

    ○○○○占用料占用料占用料占用料のののの優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置    

  電線共同溝方式及び単独地中化方式により無電柱化を新たに実施した場合，電線類の占用料を全額

免除としており，電線管理者の無電柱化の取組を支援しています。    

 

（３）広報・啓発活動の実施 

 無電柱化の重要性について，市民の理解と関心を深め，事業に対する協力が得られるよう，「無電柱

化の日（１１月１０日）」を活かしたイベントを行うなど，無電柱化に関する広報・啓発活動を積極的

に行っていきます。 

 

  

 今後，中長期的には直接埋設方式の実用化や小型ボックス活用埋設方式の普及に伴う製品単価の

低廉化が進むことが見込まれます。これに加えて既存ストックの活用※７や管路材の仕様の見直し※８

などを積極的に行うことにより，１０年後を目途に３０３０３０３０％％％％のののの整備整備整備整備コストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減※９を目指します。 
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今後今後今後今後のののの無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの進進進進めめめめ方方方方（（（（素案素案素案素案）【）【）【）【概要版概要版概要版概要版】】】】    
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